
条

例

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
五
十
七
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
一
五
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
八
〇
円
」
を
「
七
、
四
〇
〇

円
」
に
、
「
九
五
〇
円
」
を
「
九
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
三
〇
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
〇

五
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
四
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
七
〇
円
」
を
「
一
、
八
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
一
五
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
三
〇
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附
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一

令 和 ３ 年
12月21日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
条
例

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

…
…
…
…
…
…

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

…
…
…
…

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
中
小
企
業
融
資
制
度
に
係
る
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
五
十
八
号

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
山
口
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
一
五
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
八
〇
円
」
を
「
七
、
四
〇
〇

円
」
に
、
「
九
五
〇
円
」
を
「
九
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
三
〇
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
〇

五
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
四
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
七
〇
円
」
を
「
一
、
八
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
専
門
的
な
知
識
又
は
経
験
を

必
要
と
す
る
教
育
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
三
九
、
五
二
〇
円
」
を
「
三
九
、
六
七
〇
円
」
に
、
「
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
五
、
一
二
〇
円
」
に
改
め

る
。第

八
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
一
五
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
三
〇
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
五
十
九
号
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山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚘
の
表
中
三
十
三
の
五
の
項
を
三
十
三
の
六
の
項
と
し
、
三
十
三
の
四
の
項
を
三
十
三
の
五
の
項
と
し
、
同
表
三
十
三
の
三
の
項
低
炭
素
建
築
物
新
築
等

計
画
認
定
申
請
手
数
料
に
関
す
る
部
分
の
備
考
⚔
、
⚖
及
び
10
中
「
三
十
三
の
五
の
項
」
を
「
三
十
三
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
三
の
四
の
項
と
し
、
同

表
三
十
三
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
三
の

三

認
定
長
期
優

良
住
宅
に
係

る
特
例
の
許

可
に
関
す
る

事
務

認
定
長
期
優

良
住
宅
特
例

許
可
申
請
手

数
料

認
定
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
に
基
づ
く
建

築
に
係
る
住
宅
の
容
積

率
に
関
す
る
特
例
の
許

可

一
件
に
つ
き

十
六
万
円

別
表
第
一
の
⚘
の
表
四
十
の
項
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
に
関
す
る
部
分
の
備
考
⚑
中
「
申
請
書
に
、
」
の
下
に
「
当
該
申
請
に
係
る
住
宅
の
構

造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
」
を
加
え
、
「
第
五
条
第
一
項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
当
該
申
請
に
係
る
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
が
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
各
号

（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
書
若
し
く
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、
「
適
合
証
」
を
「
確
認
書
等
」
に
、
「
四
万
三
千
円
を
」
を
「
三
万
七
千
円
を
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
一
中
「
四

万
三
千
円
」
を
「
三
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
二
中
「
十
万
三
千
円
」
を
「
九
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
三
中
「
十
六
万
四
千
円
」
を
「
十
五
万

円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
四
中
「
三
十
三
万
五
千
円
」
を
「
三
十
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
五
中
「
五
十
九
万
九
千
円
」
を
「
五
十
五
万
九
千
円
」
に
改

め
、
同
備
考
⚑
の
六
中
「
百
二
万
七
千
円
」
を
「
九
十
七
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
七
中
「
百
九
十
二
万
三
千
円
」
を
「
百
八
十
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同

備
考
⚑
の
八
中
「
二
百
七
十
八
万
三
千
円
」
を
「
二
百
六
十
六
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚑
の
九
中
「
三
百
四
十
四
万
四
千
円
」
を
「
三
百
二
十
九
万
七
千
円
」
に

改
め
、
同
備
考
⚒
を
削
り
、
同
備
考
⚓
中
「
適
合
証
」
を
「
確
認
書
等
」
に
、
「
六
万
四
千
円
を
」
を
「
五
万
六
千
円
を
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
一
中
「
六
万
四
千

円
」
を
「
五
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
二
中
「
十
五
万
五
千
円
」
を
「
十
四
万
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
三
中
「
二
十
四
万
五
千
円
」
を
「
二
十
二
万
二

千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
四
中
「
五
十
万
三
千
円
」
を
「
四
十
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
五
中
「
八
十
九
万
六
千
円
」
を
「
八
十
三
万
七
千
円
」
に
改

め
、
同
備
考
⚓
の
六
中
「
百
五
十
四
万
千
円
」
を
「
百
四
十
六
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
七
中
「
二
百
八
十
八
万
四
千
円
」
を
「
二
百
七
十
五
万
円
」
に
改

め
、
同
備
考
⚓
の
八
中
「
四
百
十
七
万
四
千
円
」
を
「
三
百
九
十
九
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
備
考
⚓
の
九
中
「
五
百
十
六
万
六
千
円
」
を
「
四
百
九
十
四
万
二
千
円
」
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に
改
め
、
同
備
考
⚓
を
同
備
考
⚒
と
し
、
同
備
考
⚔
中
「
法
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
備
考
中
⚔
を
⚓
と
し
、
⚕
を
⚔
と
し
、
同
項
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
に
関
す
る
部
分
中
「
備
考

⚔
及
び
⚕
」
を
「
備
考
⚓
及
び
⚔
」
に
改
め
、
同
部
分
の
備
考
中
⚑
及
び
⚒
を
削
り
、
⚓
を
⚑
と
し
、
同
備
考
⚔
中
「
備
考
⚕
」
を
「
備
考
⚔
」
に
改
め
、
同
備
考
⚔
を

同
備
考
⚒
と
し
、
別
表
第
一
の
11
の
表
八
の
項
中
「
銃
砲
刀
剣
類
の
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
等
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
刀

剣
類
所
持
許
可
申
請
等
手
数
料
」
に
、
「
銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
（
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
（
」
に
、

」

「

⑵

そ
の
他
の
も
の

一
件
に
つ
き

一
万
五
百
円

（
同
時
に
他
の
銃
砲
又
は
刀

剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
許
可
に
あ
つ
て
は
、
六

千
七
百
円
）

を

「

⑵

銃
砲
刀
剣
類
所

持
等
取
締
法
第
四

条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
者
に
対

す
る
同
号
の
規
定

に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ

ウ
の
所
持
の
許
可

⑶

そ
の
他
の
も
の

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

六
千
八
百
円

（
同
時
に
他
の
銃
砲
刀
剣
類

所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
許
可
に
あ
つ
て

は
、
四
千
三
百
円
）

一
万
五
百
円

（
同
時
に
他
の
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
許
可
に
あ
つ
て
は
、

六
千
七
百
円
）

に
、

」

「
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃

に
関
す
る
技
能
検
定
の

実
施

一
件
に
つ
き

二
万
二
千
円

を
」

「

六
千
九
百
円
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ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い

に
関
す
る
講
習
会
の
実

施猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃

に
関
す
る
技
能
検
定
の

実
施

一
人
に
つ
き

一
件
に
つ
き

（
現
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
を
受
け
て
こ
れ
を
所

持
し
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
三
千
円
）

二
万
二
千
円

に
、
「
対
す
る
銃
砲
」
を
「
対
す
る
銃
砲
等
」
に
、
「
銃
砲
刀

」

剣
類
所
持
許
可
証
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
証
」
に
、

「
射
撃
教
習
を
受
け
る
資

格
の
認
定

一
件
に
つ
き

八
千
九
百
円

を
」

「
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
の
更
新

⑴

新
た
な
許
可
証

の
交
付
を
伴
う
も

の
⑵

新
た
な
許
可
証

の
交
付
を
伴
わ
な

い
も
の

射
撃
教
習
を
受
け
る
資

格
の
認
定

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

七
千
二
百
円

（
同
時
に
他
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
許
可
の
更
新
及
び
同

時
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に

お
け
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
に
あ
つ
て

は
、
四
千
八
百
円
）

六
千
八
百
円

（
同
時
に
他
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
許
可
の
更
新
及
び
同

時
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に

お
け
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
に
あ
つ
て

は
、
四
千
四
百
円
）

八
千
九
百
円

」
に
、
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「
年
少
射
撃
資
格
の
認
定

の
た
め
の
講
習
会
の
実

施

一
人
に
つ
き

九
千
八
百
円

を
」

「
年
少
射
撃
資
格
の
認
定

の
た
め
の
講
習
会
の
実

施ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
射
撃
の

練
習
を
行
う
資
格
の
認

定

一
人
に
つ
き

一
件
に
つ
き

九
千
八
百
円

九
千
三
百
円

（
同
時
に
他
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
射
撃
の
練
習
を
行
う
資
格

の
認
定
の
申
請
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
他
の
認
定
に

あ
つ
て
は
、
五
千
六
百
円
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
11
の
表
八
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
六
十
号

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

附
則
第
四
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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山
口
県
中
小
企
業
融
資
制
度
に
係
る
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
六
十
一
号

山
口
県
中
小
企
業
融
資
制
度
に
係
る
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
中
小
企
業
融
資
制
度
に
係
る
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
三
条
第
一
号
」
を
「
第
百
四
十
条
第
一

号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
六
十
二
号

開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
区
域
（
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
開
発
行
為
に
係
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）
以
外
の
土
地
の
区
域

イ

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
災
害
危
険
区
域

ロ

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
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ハ

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

ニ

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域

ホ

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
浸
水
想
定
区
域
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、
洪
水
、
雨
水
出
水

（
同
法
第
二
条
第
一
項
の
雨
水
出
水
を
い
う
。
）
又
は
高
潮
が
発
生
し
た
場
合
に
は
建
築
物
が
損
壊
し
、
又
は
浸
水
し
、
住
民
そ
の
他
の
者
の
生
命
又
は
身
体
に

著
し
い
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
と
し
て
規
則
で
定
め
る
土
地
の
区
域

⑴

土
地
利
用
の
動
向

⑵

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
継
続
時
間

⑶

過
去
の
降
雨
に
よ
り
河
川
が
氾
濫
し
た
際
に
浸
水
し
た
地
点
、
そ
の
水
深
そ
の
他
の
状
況

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
の
ほ
か
、
政
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域

第
四
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
（
第
一
号
ホ
を
除
く
。
）
及
び
前
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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月
二
十
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行
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人

山
口
県
知
事


